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９ 月 教 育 委 員 会 会 議 会 議 録 

 

          日時：令和６年９月１１日（水）  午後２時１５分 

          場所：山口県教育庁教育委員会室                  （公開） 
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和 泉 委 員 

   

 それでは、ただいまより令和６年９月の教育委員会会議を開催いた

します。 

 最初に本日の署名委員の指名を行います。 

 藤田委員と伊藤委員、よろしくお願いします。 

 

 それでは、本日の議題の審議に入る前に、審議の公開の可否につい

て決定したいと思います。本日の議題のうち、議案第２号、報告事項

３は、教育行政の公正又は円滑な運営に支障を生じるおそれがあるこ

とから、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７

項」の規定に基づき、非公開とすることが望ましいと考えますが、い

かがでしょうか。 

 

承 認 

 

 それでは、議案第２号、報告事項３については非公開で審議するこ

とといたします。 

 

それでは、議案の審議に入りたいと思います。議案第１号につい

て、学校運営・施設整備室から説明をお願いします。 

 

 議案第１号「損害賠償の額を定めることに関する専決処分について

の意見の申出について」御説明いたします。資料①の２ページを御覧

ください。 

案件の概要についてですが、本年５月２６日に下松工業高等学校に

おいて、校舎外壁のコンクリートが剥がれ落ちて、校舎下に駐車中の

教職員の自動車が損傷したことに対しまして、県の過失による損害賠

償の額を定めるものでございます。 

学校は、学校保健安全法による日常の安全点検の実施義務を負って

いることから、県に過失がないとすることは困難であり、過失割合に

ついては、県側１００％とし、車両修理費１１９万７,９６４円を損害

賠償額とするものです。本件については、知事が地方自治法第１８０

条第１項に基づく専決処分を行ったもので、同条第２項の規定によ

り、議会に報告するに先立って、教育委員会への意見照会があったも

のでございまして、教育長に対する事務の委任等に関する規則第４条

第１項の規定により、教育長が臨時に代理して「異存ない」旨の意見

を申し出ましたので、御報告の上、承認をいただきたく、お諮り申し

上げます。 

 

ただいま、学校運営・施設整備室から議案第１号について説明があ

りましたが、意見、質問はありますか。 

 

 非常に残念な事故ですが、今お話しがあったように、日ごろの安全
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点検義務を、今回は子どもに当たったら大変なことですので、落ちそ

うなところは叩き落すなど、日ごろからされているとは思いますが、 

安全環境を保つよう御尽力をよろしくお願いします。 

 

 日常点検業務をするとともに、改修が必要な個所については、順次

していきたいと思います。 

 

 議案第１号について、承認することとしてよろしいですか。 

 

 承 認 

 

議案第１号を承認いたします。 

続いて議案第３号について、教育政策課から説明をお願いします。 

 

議案第３号「令和６年度山口県教育委員会の点検・評価」について

御説明いたします。県教委では、令和５年度に教育振興基本計画、今

後は計画と申しますが、この計画を策定したところであり、今回は、

新たな計画に基づき昨年度に実施した事務事業について、初めて実施

する点検評価となります。また、こうした機会をとらえ、点検評価方

法の見直しを行っております。後ほど、見直し内容や、変更した点検

評価報告書の様式の見方についても説明をさせていただきたいと思い

ます。それでは資料①の６ページを御覧ください。 

 まず、「１ 根拠」ですが、この点検評価は、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき実施するものです。 

本日の会議で御審議をいただいた後、９月定例県議会に報告し、その

後、公表することとしています。「２ 点検・評価の対象」は（１）

と（２）の２点となります。「３ 点検・評価①：教育委員会の活動状

況」の部分には、令和５年度の主な活動内容と件数等について記載し

ています。教育委員の皆様の活動内容ですので、説明は省略させいた

だき、一番下の総評の欄を御覧ください。令和５年度は、新型コロナ

ウイルス感染症の感染症法上の位置づけも見直され、令和４年度に比

べて、より幅広く、活発な活動が行われたところです。 

 次に、７ページを御覧ください。「４ 点検・評価②：事務事業の

実施状況」です。この部分では、事務事業の評価方法の見直し内容に

ついて御説明します。７ページの上半分にお示している二つの枠を御

覧ください。従来の評価方法は、事務事業の取組状況について、担当

課の自己評価による採点と、推進指標に係る数値に基づく採点とを、

合算して評価しておりました。この方法では、指標だけでは把握でき

ない部分も含めて、事務事業の取組を評価に反映できる反面、例え

ば、取組状況の自己評価は順調としたものの、推進指標による客観評

価は課題ありとなるなど、自己評価と客観評価に齟齬が生じる事例が

ありました。そこでより客観性を高めるため「変更後」のように、推

進指標のみを使って評価する方法に変更したところです。また、昨年

度、新たな計画を策定した際には、施策の進捗を多面的に評価できる

よう施策ごとに複数の推進指標を設定するようにしています。このた

め、計画全体の推進指標の件数は、前の計画の５１指標から８３指標

に増加しています。 
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 それでは、新たな点検評価の方法をもう少し具体的に御説明いたし

ます。７ページの真ん中あたりに「点検・評価の方法」という項目を

立てています。推進指標については、計画の期間である５年間で、目

標値の達成を目指すことをベースとし、基準値から１年に２０％ずつ

増加させ、５年間で目標値を達成することを標準的な進捗とします。

一方で、実際の進捗率の計算ですが、７ページの真ん中あたりの[評価

基準]という表の下の一つ目の※に記載した計算式により算出すること

としています。分母は目標値と基準値の差であり、これに対して分子

は当該年度の実績値と基準値の差となります。 

このようにして算出した進捗率をページ中ほどの評価基準の表の、

今回は太枠で囲んだ１年目の部分に当てはめ、★の数を５段階で決定

する、という評価方法となります。この評価方法は、県の総合計画で

あるやまぐち未来維新プランに基づく政策評価でも同様に行われてい

ます。 

 それでは、実際の点検・評価報告書の様式を御覧いただきながら御

説明いたします。８ページから１０ページにかけては、点検・評価報

告書の見方について説明するために、議案第３号別冊資料の中から、

７番目の施策「キャリア教育・進路指導の充実」を抜粋してきたもの

です。 

まず、８ページ「１ 施策の方向性」については、計画に掲載してい

る当該施策の「今後の方向性」の内容を記載しています。次に「２ 推

進指標の進捗状況」についてです。こちらは、推進指標の進捗率をも

とに評価を行った部分です。黒い■の部分がこの施策で設定している

推進指標で、基準値が計画策定時点の現状値、目標値が令和９年度の

目標値です。 

まず、評価の仕方についてです。上から３番目の■にある推進指標

「地域と連携して１/２成人式や立志式を行っている公立小・中学校の

割合」を御覧ください。先ほどの計算式で進捗率を計算しますと、記

載はしていませんが、小学校は７８.４％となります。この率を７ペー

ジの表に当てはめてみると、★四つ「計画を上回る」となり、８ペー

ジに戻って、一番右の欄にその評価を記載しています。 

 次に、一番下の■にある推進指標「高校生等の就職決定率」では、

実績値は基準値よりも減少しており、進捗率を計算するとマイナスと

なります。これは７ページの表に当てはめますと、１０％未満に該当

し、★一つ「計画から大幅に遅れ」という評価になります。このよう

に、評価が★一つまたは、★二つの場合は「計画を下回った要因と今

後の展開方向」を下の部分に記載しています。 

 続いて、基準値が例外的な場合の評価です。基準値は、計画を策定

した令和５年度の前年度である令和４年度の数値を使用しているケー

スが最も多いのですが、例外があります。一番上の■にある推進指標

「中学校・高校卒業者のうち進路決定者の割合」を御覧ください。こ

の指標は、計画を策定した時点で、令和４年度の数値が公表されてお

らず、基準値は令和３年度の数値としています。また、今回も令和５

年度の欄には、実績として令和４年度の数値を入れ、評価を行うとと

もに、その旨を※印で記載しています。 

 次に、上から２番目の■にある推進指標「将来の夢や目標を持って

いる児童生徒の割合」を御覧ください。この指標は、計画を策定した
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時点で、令和５年度の数値が公表されていたため、基準値はその数値

を掲げています。こうした場合は、今回の実績値も同じ数値となり、

進捗を測ることができません。このため、本年度は評価の対象外とし

て、「－」を記載しており、その旨を※印で記載しています。 

 続いて、９ページを御覧ください。「３ 主な取組内容と成果・課

題、今後の展開方向」についてです。今度は、■の項目は計画で、施

策を推進していくための主な取組事項として記載している事項です。

それぞれについて、昨年度の主な取組内容、その中での成果と課題、

それを受けた今後の展開方向を整理しています。 

 次に、１０ページを御覧ください。下の方に記載した「４ 施策の

進捗率」です。これは、下に※印で記載しているとおり、この施策の

推進指標全体に占める★三つ以上の推進指標の割合であり、施策の進

捗率としています。この「⑦キャリア教育・進路指導の充実」の施策

について見てみますと、８ページから９ページにかけて推進指標は全

部で９指標あります。しかしながら、２番目の「将来の夢や目標」と

いう二つの指標は、評価の対象外としていますので、この２指標は分

母から除きます。七つの指標のうち、★三つ以上の指標は三つですの

で、３÷７で、施策の進捗率は４２.９％となります。 

 続いて、１１ページを御覧ください。今申し上げた施策の進捗率に

ついて、計画に掲げる２６の施策ごとに一覧表でお示ししたもので

す。このうち、施策の進捗率が０％の施策が四つほどあります。これ

らは、それぞれの施策で設定している推進指標がいずれも★二つ、計

画を下回るか、★一つ、計画から大幅におくれているもの、あるいは

基準値が令和５年度の数値のため、今回対象外としたものであったと

いうことです。従って、推進指標の進捗が全て０％であったというこ

とではありません。この点は、誤解を与えないよう１１ページの上の

方に注意書きを入れ、網掛けをしているところです。今回は新たな計

画に基づく取組の最初の点検評価であり、評価方法の見直しも行って

います。関係課においては、取組はもとより、点検評価に当たっても

試行錯誤がありましたが、今回の評価結果を真摯に受け止め、各施策

においてＰＤＣＡサイクルをしっかりと推進して、令和６年度以降の

取組の充実につなげてまいりたいと考えています。 

 続いて、１２ページを御覧ください。計画では、２６の施策を六つ

の施策の柱にぶら下げて整理していますが、こちらは六つの柱ごとに

推進指標全体に占める★三つ「ほぼ計画どおり」以上の推進指標の割

合を一覧表でお示ししたものです。最後に１３ページから１７ページ

は、計画に掲げる８３の全ての推進指標ごとに、進捗率に基づく評価

結果を一覧表にまとめたものです。議案第３号の説明は以上です。御

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、教育政策課から議案第３号について説明がありました

が、意見、質問はありますか。 

 

 きめ細かな項目に対して、よい客観的評価ができるような指標や数

値で与えるような評価をしていただいていると思います。ぜひ、これ

を生かしてほしいと思います。いくつか質問ですが、１３ページの施

策①の４番ですが、「課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取
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り組む児童生徒の割合」ということで、目標９０％ということです

が、気持ちとしては、これは１００％ではないかと思います。学習指

導要領、教科書はそれで作られていますので、それをきちんとやれば

１００％になると思います。それと３０番にある、教育ダッシュボー

ド関連ですが、基準値が０％になっているのは理解しましたが、０％

の年を基準値とするのは、違和感があります。同じように７８番、８

１番も基準値が０％になっています。７８番については、「研修奨励

により、校内における教職員の協働的な学び合いが充実していると回

答した学校の割合」とありますが、この研修奨励というのは、研修履

歴を基にした管理職からの教員への指導が初めてになるから０％であ

るという理解でよろしかったでしょうか。 

 

 新しい研修制度ということで、校長との面談等をとおして、本人の

キャリアステージに応じて受けるものを進めていくということです。 

制度運用されたところですので、基準値は０％となっています。 

 

 理解しましたが、これまでも年３回、管理職と教職員との面談があ

ったと思うのですが、そういうところでも協働的な学びについての指

導がされていたと思うので、そのときの実態と比べてどうなのかとい

うのが気になりました。それと８１番が「教育課程内において、地域

・社会との協働活動を行った県立高校等の割合」ということで、これ

は基準値が０％となっていますが、これはどういうことか御説明いた

だけたらと思います。また、令和５年の実績値は４０％となっていま

すが、高校にも専門学科や普通科など少し差があるように感じます

が、その辺も少し教えていただけたらと思います。 

 

 先ほどのダッシュボードの関連ですが、県立学校において、昨年度

システムの連携であるとか、基本的な基盤を構築したところです。今

年度、６月から協力校２校に先行して、ダッシュボードを運用し始め

ました。協力校の方から、使い勝手や運用方法について伺っていると

ころで、それらを踏まえまして、修正をかけまして、１０月の下旬以

降に全県に展開する予定としています。基準値が０％というところで

すが、今後検討していきたいと思います。 

 

 令和５年度に、やまぐち型社会連携教育の推進事業を始めてからの

数値ということで、令和４年度は０％になっているところです。３か

年で１９校ずつ指定していくので、県立高校の数４８校に対して１９

校ということで３９.５％、つまり４０％となっております。 

 

 質問というか、お願いなのですが、いろいろな推進の指標があっ

て、そういったことは大事だと思っています。１３ページの施策①の

２番にある「勉強が『好き』『どちらかといえば好き』である児童生

徒の割合」について、小学校が６１％、中学校が６２％に対して目標

が８０％となっています。先ほど和泉委員からあったお話とつながる

のですが、まず、学ぶことが好きというのを特に小学生のときに数値

を上げないと、次のステップに進めないと思います。推進指標の文書

だけでは判断ができないので、いろいろな施策がありますが、ここの
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目標をもっと高く持ってもらいたいです。まずは「学ぶことはすごく

おもしろいことなんだよ」というテーマで、特に小学生のうちに学ぶ

習慣を、歯磨きと同じくらいに当たり前のように子どもたちが感じて

もらえるようにしていただけたらと思います。 

 

 勉強が好きという子どもと、学力が高いという相関関係は全国的に

も認められているものでありまして、まずは学習が好きになって、そ

の中で学力を高めていくということは本当に大切な教育活動だと思い

ます。加えて山口県では、コミュニティ・スクール１００％を実施し

たということで、子どもにとって魅力ある教材を開発し、学校に地域

人材を活用して、大人と子どもが共に学ぶ、いわゆる大人の学びとい

うのを奨励しています。これは、大人の本気、大人に対する憧れとい

うのを学校現場に持ち込んで、それを実感した子どもたちに、自ら学

ぶ力を育んでいきたいと考えているところです。そういった活動を通

じて、学び、学習が好きという子どもを育てたいと思っています。 

 

 教育委員として令和５年度もいろいろな学校に視察に行かせていた

だいたり、会議をとおして意見交換等もさせていただきました。事務

事業の実施状況についてですが、事細かに丁寧に分析されていて、す

ごいと思いました。この結果は、各学校に周知されるのでしょうか。 

 

 進捗状況や評価内容について、これまでは学校までは周知していな

かったかと思います。 

 

 どなたまで周知されているのでしょうか。 

 

 基本的には教育委員会の中、ホームページには公開していくことと

しています。事務局の中では、次の政策につなげていくということが

この評価の主な目的になりますので、事務局の中では共有していきま

す。言われたように学校等へはお知らせする必要があると思っている

ところです。 

 

 この評価も現場の先生方に知ってもらいたいと思っていますので、

是非、周知してほしいと思います。 

 

 私も小崎委員と同じように思っていたのですが、現場の職員という

のは評価をもらうことによってモチベーションが高くなっていきま

す。いい状況で数値が上がっている施策に関しては、職員の方々が生

きがいを感じて、また子どもに対しての環境を用意するということに

つながりますので、よろしくお願いします。 

  

 政策の内容は学校現場に関わることがたくさんあります。また、学

校現場からの意見を施策に反映させていく上で重要だと思っています

ので、御指摘も踏まえ、学校にも展開していきたいと思います。 

  

 議案第３号について、承認することとしてよろしいですか。 
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 承 認 

 

議案第３号を承認いたします。 

続いて議案第４号について、学校安全・体育課から説明をお願いし

ます。 

 

 それでは、議案第４号「山口県いじめ問題調査委員会委員の任命に

ついて」御説明します。資料は１８ページからです。本議案は、教育

委員会の附属機関として設置している山口県いじめ問題調査委員会委

員の任期満了に伴い、山口県いじめ問題対策協議会等の設置に関する

条例第２条第３項の規定に基づき、９月１日以降の委員を任命するも

のです。任期は２年となっております。 

今回、お諮りする委員候補者は６名です。国が定めた「いじめ防止

等のための基本的な方針」を参考に、これまでも、学識経験者や弁護

士、医師、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する方

を、それぞれ大学や関係する職能団体等から御推薦をいただいてお

り、今回も同様の手続きを踏んでおります。委員候補者の詳細につき

ましては、資料１９ページを御覧ください。委員候補者６名のうち５

名は再任となります。１人ずつ説明させていただきます。 

 まず、山口大学教育学部教授の 春日 由美 氏につきましては、山口

大学からの推薦で、臨床心理学を専門とされ、今年度、県立山口中央

高等学校・山口市立白石中学校分教室のスクールカウンセラーを務め

られるなど、学校現場の状況等にも精通されています。 

次に、弁護士の 中嶋 善英 氏につきましては、県弁護士会からの推

薦で、県弁護士会子どもの権利委員会委員長を務められるとともに、

県のＦＲアドバイザーとしても、指導、助言をいただいております。 

次に、医師の 茶川 治樹 氏につきましては、県医師会からの推薦

で、岩国市医療センター医師会病院の病院長を務められるなど、地域

医療においても御活躍されています。 

次に、今回が新任となりますが、臨床心理士の 肥塚 朋美 氏につき

ましては、県公認心理師協会からの推薦で、今年３月まで山口市立小

中学校のスクールカウンセラーを務められていました。現在は、山口

県立大学学生相談室の非常勤カウンセラーを務められるなど、学校現

場の状況等にも精通されています。 

 次に、社会福祉士の 杉山 美羽 氏につきましては、県社会福祉士会

からの推薦で、認定ＮＰＯ法人山口せわやきネットワーク職員として

御活躍されるとともに、県子育て文化審議会委員としても指導、助言

をいただいております。 

 最後に、人権擁護委員の 原田 茂樹 氏につきましては、県人権擁護

委員連合会からの推薦で、同連合会の子ども人権委員会委員長を務め

られるとともに、県いじめ問題対策協議会ネットワーク会議の委員と

しても、指導、助言をいただいております。 

いずれの方も、高い見識や豊富な経験をお持ちであり、いじめ問題

調査委員会の委員としてふさわしい方であると考えております。本来

であれば、教育委員会の承認を得て発令すべきところでありました

が、教育委員会会議に付議する時間的余裕がありませんでしたので、

教育長に対する事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定によ
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り、資料にお示ししたように９月１日付けで発令いたしましたので、

御報告し、承認を求めるものでございます。御審議のほど、よろしく

お願い申し上げます。 

 

ただいま、学校安全・体育課から議案第４号について説明がありま

したが、意見、質問はありますか。 

 

 議案第４号について、承認することとしてよろしいですか。 

 

 承 認 

 

議案第４号を承認いたします。 

それでは、報告事項に入りたいと思います。報告事項１について、

教育政策課から説明をお願いします。 

 

報告事項１「令和６年度山口県文化財専門員の採用選考試験の実施

について」御報告いたします。資料①の２２ページを御覧ください。 

 「１ 職種」から「４ 職務内容」にかけてお示ししておりますと

おり、本採用選考試験につきましては、主に埋蔵文化財の保護・活

用、出土した考古資料に係る調査研究や展示等に当たる専門職員を確

保するために実施するもので、令和７年４月１日付で１名程度を採用

することとしております。 

「５ 応募資格」につきましては、３点ございまして、１点目に、

昭和６０年４月２日以降に生まれた４０歳未満の者であること、２点

目に、大学や大学院で、考古学や文化財学を学び、大学院の修士課程

を修了した者又は、同等の研究経験、実務経験を有する者であるこ

と、３点目に、学芸員の資格を有しているか、令和７年３月３１日ま

でに有する見込みである者としております。 

「６ 応募書類の受付期間」は、来週の９月１７日から１０月３１

日までの約１か月間とし、「７ 選考の期日」にありますように、１

次選考、２次選考を経て、１月下旬に合格者を発表することとしてお

り、人物重視の選考を行ってまいります。 

なお、２３ページ以降に掲載しております募集案内については、本

日、報道機関にも配布いたしますが、併せて全国の都道府県教育委員

会をはじめ、大学や大学院の考古学科等、関係機関に広く送付すると

ともに、県ホームページのみならず、民間の公務員試験情報サイトに

も掲載を依頼し、広く募集を図ってまいります。以上、御報告申し上

げます。 

 

 ただいま、教育政策課から報告事項１について説明がありました

が、意見、質問はありますか。 

 

それでは、報告事項１については、以上のとおりとします。 

続いて報告事項２について、高校教育課から説明をお願いします。 

 

 報告事項２、令和６年３月の公立高等学校等卒業者及び県立特別支

援学校高等部卒業者の進路状況について御報告いたします。 
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本調査は、県教委が進路状況を把握し、高等学校、中等教育学校及

び特別支援学校の進路指導の一層の充実を図るため、毎年実施してい

るものです。 

まず、公立高等学校等のうち全日制・定時制課程卒業者の進路状況

から御説明します。資料①の３７ページをお開きください。第１表

は、卒業者の進路別状況です。令和６年３月の欄を御覧ください。

「大学等進学者（Ａ）」の割合は５１.３％、「専修学校等進（入）学

者（Ｂ）」の割合は１８.９％、一つ飛ばして「就職者（Ｄ）」の割合

は２７.４％、「その他（Ｅ）」の割合は１.９％となっており、昨年

に比べて、大学等進学者の割合、そして就職者の割合が増加していま

す。 

次に、３８ページを御覧ください。第２表は、設置者別の大学等進

学状況です。表の中の「大学」の「計」の欄にお示ししておりますよ

うに、大学等進学者のうち、大学への進学者の計は３,１１１人であ

り、構成比は９２.１％です。同様に、短期大学への進学者の計は２０

８人であり、構成比は６.２％です。 

続いて３９ページですが、第３表は、学部系統別の進学状況です。

左側の「１ 大学」の表を御覧ください。大学進学者のうち進学者数

が最も多い系統は、大分類「社会科学」の中の「商学・経済学」であ

り、５９４人が進学し、構成比は１９.１％となっています。次いで多

いのは「工学」であり、５５９人が進学し、構成比は１８.０％となっ

ています。続いて、右側の表の短期大学については、進学者数が最も

多い系統は「教育」であり、１０１人が進学し、構成比は４８.６％と

なりました。 

次に、４０ページの第４表ですが、これは、大学等の所在地別にみ

た進学状況です。大学進学者のうち、山口県内の大学に進学した者は

「１ 大学進学者」の表の中の「山口県」の列の一番下の「合計」の

ところにお示ししておりますように、実数が９６９人で、構成比が３

１.１％となっています。同様に、短期大学進学者のうち、山口県内の

短期大学に進学した者は、実数が１１２人で、構成比が５３.８％とな

っています。 

続いて、４１、４２ページの第５表は、国公立は３人以上、私立は

１０人以上が進学した大学及び短期大学を、地域別にまとめたもので

す。 

次に、４３ページの第６表は、専修学校等進学者の系統別状況で

す。最も多い区分は「医療」で、実数が３７０人、構成比が２９.７％

です。 

 続いて、就職の状況です。４４ページの第７表は、就職者の職業別

状況です。「区分」の列の中ほどにあります「生産工程従事者」の中

の「製造・加工従事者」が７１２人と最も多く、構成比は３９.６％で

す。 

次に、４５ページの第８表は、学科別の就職状況です。上の表の

「就職者に占める各学科の状況」と、下の表の「各学科に占める就職

者の状況」の双方において、「工業科」の構成比が高くなっており、

上の表では５２.９％、下の表では８３.３％となっています。 

次に、令和６年３月の県立特別支援学校高等部卒業者の進路状況に

ついて御説明いたします。まず、４９ページをお開きください。 



- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

教  育  長 

 

 

小 崎 委 員 

 

 

 

高校教育課長 

 

 

 

 

 

小 崎 委 員 

 

 

 

 

高校教育課長 

 

 

 

 

 

伊 藤 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

第１表の卒業者の進路別状況についてですが、卒業者のうち、進学

者の割合は３.６％、就職者の割合は３１.３％、福祉施設の利用者の

割合は６１.２％、その他については、４.０％となっております。第

２表は、進学先の一覧を、５０ページの第３表は、就職者の職業別状

況をお示ししております。また、５１ページの第４表は、利用福祉サ

ービスの一覧です。今後も、生徒一人ひとりの進路希望が叶うように

全力で支援していきたいと考えております。 

 

 ただいま、高校教育課から報告事項２について説明がありました

が、意見、質問はありますか。 

 

 質問です、４１ページの第５表について、周南公立大学が昨年に比

べて進学者が倍以上に増えているのですが、何か理由があるのでしょ

うか。 

 

 周南公立大学についてですが、今年から学部改編を行っておりまし

て、新しくスポーツ健康科学科、看護学科、情報科学科というのが設

けられています。また、入学定員も、昨年度は２８０人でしたが、今

年度から４８０人と大きくなっていますので、そこに県内の高校生が

進学したものと考えています。 

 

 こういう大学が増えると、残ってくれる子どもたちも増えると思い

ますし、第４表にあるように、山口県のところが９６９人となってお

り、昨年度から増えていますが、そういったことも関係して山口県に

残る子どもたちが増えているということでしょうか。 

 

 国立大学の進学者も増えていますが、公立大学への進学者が大きく

増えていまして、周南公立大学、山陽小野田市立山口東京理科大学、

こちらの方に進学している生徒が増えていまして、そういったところ

に進学する子どもが増えたために、こういった数値になっていると理

解しています。 

 

 私は周南市に仕事場がありますので、周南公立大学のかなりの学生

が実習に来ます。いろいろな場面でディスカッションをしたのです

が、印象に残ったのが、山口県以外、関東や沖縄、四国からの学生が

多いように感じました。その際、山口県の魅力などをＰＲし、将来、

山口県で就職してほしいと伝えました。県外から大学に来たので、学

生には「どうして山口県を選んだの」と聞いたところ、ホームページ

などの山口県の情報を見て志願したと聞きました。是非、山口県以外

からの学生が、山口県に残ってもらえるようなＰＲとか、学生がわく

わくするような何かが教育委員会でもこれから企画していけばいいな

と思いました。 

 

 大学等については、教育委員会ではなく知事部局が所管していま

す。就職については産業労働部、大学等は学事文書課が担当部局にな

っておりますので、そちらの方に、伊藤委員の御意見を伝えておきた

いと思います。 
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それでは、報告事項２については、以上のとおりとします。 

続いて報告事項４について、学校安全・体育課から説明をお願いし

ます。 

 

 令和７年度全国高等学校総合体育大会に向けた取組や準備状況等に

ついて、御報告します。資料５２ページを御覧ください。 

まずは、７月２１日から８月２０日に開催されました北部九州総体

の視察状況についてです。５３ページの資料１にお示しのとおり、各

競技会場では高校生による熱戦が繰り広げられており、大会運営にお

きましても、暑熱対策など安全・安心に十分に留意した運営体制が進

められていました。また、高校生活動として地元高校生による大会運

営補助や、地域紹介なども行われていました。参考といたしまして北

部九州総体における山口県入賞者の状況を ５４ページの資料３にお示

ししております。教育委員さん方にも御覧いただいた、柳井商工高校

女子バドミントン部の大会４連覇をはじめ、４競技５種目において日

本一が生まれるなど、県内高校生が躍動しており、次年度の県内開催

に向けても期待が持てる結果となっております。 

次に高校生活動の取組についてです。主な取組内容については、５２

ページの（２）でお示しのとおりですが、９月６日に開催しました第

２回実行委員会総会において、取組状況を、推進委員である高校生自

らが説明を行いました。５３ページの資料２は高校生活動の様子の一

部を紹介したものとなっております。こうした高校生による明るく、

意欲的な活動の様子は委員の皆様からの評判もとてもよいものであ

り、引き続き、高校生推進委員が主体的に活動できるよう、事務局と

しましても活躍の場の設定など調整を図ってまいります。 

今後のスケジュールについては、５２ページの３にお示ししており

ますが、９月３０日に開催される全国高校総体中央委員会において、

「競技種目別大会実施要項（案）」及び「山口県医療救護対策要領

（案）」、「参加章（案）」についての承認をいただくこととなって

おります。また、開催に向けた広報活動においては、１１月に中国５

県が一堂に介し、広島県で中国総体カウントダウンイベントが開催さ

れることとなっております。この他にも県内では、高校生活動推進委

員が企画したＰＲ活動や、プロスポーツ団体及び開催地域等と連携し

た活動を随時実施し、大会に向けての機運醸成を図ってまいりたいと

考えております。報告は以上です。 

 

ただいま、学校安全・体育課から報告事項４について説明がありま

したが、意見、質問はありますか。 

 

 私は今回の視察に行けなかったので申し訳なかったのですが、先ほ

どの報告の流れでいくと、会場に地元の大学だとか企業だとかがＰＲ

しているようなことはあったのでしょうか。 

 

 全体的に簡素化されてきているようです。私も４県ほど行きました

が、県によって違いがありますが、地域のいろいろなものの紹介であ

るとか、高校生が制作したものの展示があったりであるとかはありま
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した。本県は地域連携が盛んになっているので、その辺とのつながり

を高校生に投げかけております。また、高校生だけでなくて、小学生

や中学生、地域の方にも、例えばプランターを設置した際に、水やり

をしてもらうなど、周りのゴミを拾うなど、様々な活動がインターハ

イを通じて可能性があると感じています。いろいろな情報をもらいな

がら、できることとできないことを精査し、高校生が活躍する場を設

定し、見に来られる方々を歓迎したいと思っています。 

 

せっかくのチャンスなので大いに利用してもらったらと思います。 

 

 佐賀県にバドミントンの視察をさせていただきました。ありがとう

ございました。本当に感動しました。これまで私はインターハイとは

無縁で、自分の子どもたちも関係がなかったので、どこか他人事だっ

たのですが、実際に行って、生で高校生の活躍を見ると、素晴らしい

な、高校生頑張っているなというのが直に伝わってきました。これが

来年山口県で行われると思ったら、私のようにインターハイがよくわ

からないというような方々にも見ていただきたいし、見ていただける

ような大会づくりをしてほしいと思います。また、高校生の活動につ

いて、先ほどありましたが、有田焼の風鈴は素晴らしかったです。そ

うやって地域をＰＲするのもよかったですし、高校生が考えた、映え

写真のスポットであるとか、高校生らしいアイデアもたくさんあった

ので、スポーツだけでなく、いろいろな子どもと大人が集えるよう

な、そういう大会であってほしいなと思いました。 

 

 ありがとうございます。実際に見に行っていただいていろいろ感じ

ていただけたと思いますし、高校生ががんばっている姿を見ていただ

けてよかったです。平成２８年度にもこういった形で開催しました

が、そのときから高校生の考えていることがまた一段と上がっている

というのを感じます。例えば、インスタも高校生が更新をするなど、

自分たちでＳＮＳを通じて発信してくれていますし、いろいろなアイ

デアを持っています。また、資料に写真を載せていますが、レノファ

山口のホームゲームでは、オーロラビジョンで紹介もさせていただき

ました。これまで２度ほど紹介したのですが、大分トリニータという

チームが来た際には、大分インターハイに合わせて、この前は岡山の

推進委員の生徒が動画を送ってくれて、それを高校生が編集し、オー

ロラビジョンで流すと、１万１,０００人が見ることができまして、岡

山のサポーターも非常に喜んでおりました。高校生の無限のアイデア

をできるだけ叶えてあげたいと思っています。 

 

 甥が高校でバスケをしているのですが、コロナの頃はライブ配信を

やっていまして、それは部活の試合に出れない子どもたちがインスタ

でライブ配信するので応援ができました。あと、民間の配信会社が決

勝とか準決勝は配信しているようです。見に行けない人もいると思う

ので、配信を活用してみるのもいいのではないかと思いました。例え

ば、お孫さんが出てるおじいちゃんおばあちゃんたちも、会場に行け

ないけど見れるような工夫をしてみるのもいいのかなと思いました。 
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 現在、全国高体連が、全ての試合をインハイＴＶ、インターネット

で見ることができます。全国高体連のホームページから見ることがで

きる状況になっています。会場の都合で入れないということも考えら

れますので、配信によってより多くの方に見ていただく機会はできて

いると思っていますし、また新たなことも考えていきたいと思ってい

ます。 

 

 私も佐賀へ視察に行かせてもらいました。目の前で日本一になると

ころ見させていただいて、非常に感動しました。会場もＳＡＧＡアリ

ーナという立派な会場で、残念ながら山口県にはこれだけの会場はな

いなと思ったところです。来年はその代わりおもてなしの心で、高校

生の選手の皆さんが思う存分力を十分に発揮できるように万全の態勢

で迎えてもらえたらと思います。 

 

 私も佐賀へ行かせていただいて、本当に感動いたしました。山口県

の教育の中にスポーツ精神というものが、子どもたちの間で小学校か

ら高校までやりたいという気持ちが持てるような、教育システムがで

きているのだと感動しました。これからもよろしくお願いいたしま

す。 

 

 それでは、報告事項４については、以上のとおりとします。 

それでは、協議事項に入りたいと思います。協議事項１について、

学校運営・施設整備室から説明をお願いします。 

 

 協議事項１「公の施設の見直しについて」です。資料５５ページを

御覧ください。５５ページ下段ですが、県としては、公の施設につい

ては、平成３０年３月策定の見直しの基本方針、点線枠内の①から④

に基づき、市町への移管や廃止・統合、運営手法の見直し等の検討を

進め、できるものから順次実施してきました。 

５６ページ上段ですが、令和２年２月時点で、基本方針①から③に

該当し、市町と継続協議で整理された施設が１１あり、その中に美祢

市の秋吉台青少年自然の家が含まれています。 

５６ページ下段ですが、関係市町との協議は、新型コロナへの対応

による行財政構造改革の一時凍結に伴い、中止しました。その後、今

年３月に現況調査を実施し、新たな見直しの方向性を検討しました。

検討の結果、５７ページ上段ですが、各施設のあり方や県として果た

すべき役割に大幅な変更は生じていないこと等から、従来の見直しの

基本方針は改定を要さないものと判断しました。一方で、様々な行政

財課題に対応するための活動拠点や推進ツールとして、新たな活用を

考えていくことも必要と考えました。このため、５７ページ下段の基

本的な考え方に沿って今後対応していくこととしました。 

１の（１）のところですが、１１施設については、当初の設置目的

にこだわらず、各施設の利用価値とポテンシャルに着目し、多様化・

複雑化する行政課題への対応のために最大限発揮させるとの方向で、

今後の活用方策等を検討する。この結果、１の（２）のところです

が、有効な活用方策が見当たらない、あるいは、新たな活用方策に費

用対効果が見込めない等の場合には、従来の見直しの基本方針に基づ
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き、関係市町と改めて協議の上、見直しの方向性を決定することとし

ました。５８ページ下段以降に、「施設ごとの見直しの方向性（案）」

をお示ししており、秋吉台青少年自然の家については、５９ページ下

段に記載しています。児童生徒数や宿泊者数の減少、地域バランスを

考慮し、青少年自然の家を４から３施設に再編し、老朽化の状況や利

用者の減少を踏まえ、秋吉台青少年自然の家の廃止が適当と判断しま

した。これは、見直しの基本方針②の「利用が低迷している施設等は

廃止を基本とする。ただし、希望があれば市町への移管」に該当する

ものです。今後は、５９ページ下段の案をベースに、美祢市等関係者

と協議を行い年度末までに方向性をまとめる予定で考えています。 

 

 ただいま、学校運営・施設整備室から協議事項１について説明があ

りましたが、意見、質問はありますか。 

 

 老朽化の視点もあり、時代の流れで仕方ないところもありますが、 

教えていただきたいのですが、４施設から３施設に再編、地域バラン

スを考慮しているということですが、他の３施設の状況、それから秋

吉台青少年自然の家がなくなると、近隣の学校で利用していたところ

は、他にどこに行くようになるのか、教育効果が高いと思いますの

で、そういった秋吉台に行っていた子どもたちが行けるようなところ

があるのかを教えてください。 

 

他の３施設の状況ですが、まず、県東部地域にあるのが由宇青少年

自然の家です。こちらは、東部地域の野外活動の拠点ということもあ

りまして、建築年度は平成９年と比較的新しいものです。中部地域に

十種ヶ峰青少年自然の家があります。これは森の関係の野外活動を中

心に行っているところで、建設年度は昭和４９年ですが、その中にあ

る森のチャレンジコースというものがありまして、これは平成１４年

につくっておりますので、比較的新しい施設です。西部では、油谷青

少年自然の家があります。こちらは長門市にありまして、海洋訓練施

設ということで、カヤック等が体験できる施設です。建築年度は昭和

４６年ですが、体育館については昭和６３年、研修棟については平成

２３年に整備したものです。受入体制については、油谷と十種ヶ峰

は、過去の宿泊者数でみると、近年落ちていることもありまして、油

谷と十種ヶ峰でその辺の受入はできるものと考えています。秋吉台青

少年自然の家の建築年度は、昭和４８年です。 

 

市町の方にも社会教育施設がありますので、その辺に小学校があり

ますから、そういったところが受入先として考えられます。 

 

廃止に対しての反対意見というのはあるのでしょうか。 

 

 これから美祢市と関係者等に調整を図っていきますので、少しその

辺の状況がはっきりわかっていませんが、これからの動きということ

になると思います。 

 

 反対意見がでるかもしれないのでしょうか。 
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 私は平成２８年から関わっていますが、前の行財政構造改革の見直

しの際、平成３０年にありましたが、あの当時、秋吉台国際芸術村、

秋吉台青少年自然の家が対象に挙がっておりまして、美祢の方で、秋

吉台の国際芸術村、秋吉台青少年自然の家について、存続を求める要

望書というのは提出されておりました。ですが、その時点で凍結とい

うことで、改めて検討するということになったのですが、社会教育施

設については、先ほど事務局からありましたが、児童生徒数の減少と

か、施設の老朽化等を考慮した場合、県として持つのは県央部、県東

部、県西部の三つの地域にそれぞれ一つずつ拠点となる施設を設ける

ということで、地域バランスを考慮してこの３施設に統合されていく

というのが、平成２８年の頃から検討しておりまして、前の行財政構

造改革のときに、４施設を３施設にするという方向で進めておりまし

たので、今回もその方向でいくと考えています。 

   

それでは協議事項１については、協議内容のとおりに進めていただ

きたいと思います。 

 次に、次回の教育委員会会議の日程について、教育政策課から説明

をお願いします。 

 

次回の教育委員会会議は、令和６年１０月１８日（金）午後３時３

０分を予定しております。よろしくお願いします。 

 

 

 


